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在職⽼齢年⾦制度の⾒直しについて、10 ⽉ 9 ⽇付の資料を拝⾒し、定年廃⽌の検討や実施

を⾏う企業が出てきている現状において、拙速に基準額の引き上げを実施する必要がある

のかを検討するため、以下の点を明らかにしていただきたい。 

 

定年廃⽌の検討や実施を⾏う企業の数は、増加傾向にあるのか？ 

６４歳までの２８万円の上限に対して、定年が６５歳の企業従業員は、就労時間の制御をし

ているのか？定年が６５歳であると認識している就労者の場合は、２８万円の上限は阻害

要因になっていないのではないか？つまり、定年廃⽌が実施されると、上限は就労者にとっ

て阻害要因にならないのではないか？ 

 

P９に紹介されている⼭⽥先⽣の分析結果によれば、６５歳以上には、上限額が与える影響

は有意でないと紹介されているにも関わらず、なぜ、６５歳以上の上限額の⾒直しを⾏うの

か？ 

 

これまでの年⾦制度の⾒直しでは、常に将来の財源の確保と安定が意識されてきたが、今般

の⾒直しは、財源の確保と安定に寄与するものであるのか？ 

 

今般の⾒直し案では、就労機会があり所得のあるものに対する優遇措置であり、⾼齢者にな

ってもなお、資産がなく、就労しなくてはならない者には対しては、何ら便益はなく、格差

を広げる可能性はないか？ 

 

今般の議論の対象である厚⽣年⾦には消費税の充当はないが、消費税が引き上げられたタ

イミングで、この議論が⾏われるのは、社会保障対策として消費増税が⾏われたと認識して

いる国⺠意識に対し、消費税が引き上げられた途端にまた⼤盤振る舞いがされるような誤

解や悪印象を与えるのではないか？ 

 

以上 

 


